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１ 【半期報告書の訂正報告書の提出理由】

2024年11月29日に提出いたしました第23期中（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）半期報告書の記載事項

の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため半期報告書の訂正報告書を提出するものでありま

す。

　

２ 【訂正事項】

第一部　企業情報

第４　経理の状況

１　中間連結財務諸表

注記事項

（リース取引関係）

２ オペレーティング・リース取引

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 
第一部 【企業情報】

　　第４【経理の状況】

　　 　１【中間連結財務諸表】

 【注記事項】

（リース取引関係）

２ オペレーティング・リース取引

 
（訂正前）

(1) 借手側

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

 (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(2024年３月31日現在)
当中間連結会計期間
(2024年９月30日現在)

１年内 37,086 37,716

１年超 184,207 173,047

合計 221,293 210,764
 

 
 
（訂正後）

(1) 借手側

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(単位：百万円)

 
前連結会計年度

(2024年３月31日現在)
当中間連結会計期間
(2024年９月30日現在)

１年内 37,086 37,716

１年超 251,467 240,308

合計 288,553 278,024
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